
法学部  ―歴史と伝統、そして革新―

今
回
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
は
、

一
つ
目
に
「
人
間
性
・
国
際
性

に
裏
打
ち
さ
れ
た
リ
ー
ガ
ル
・
マ
イ
ン

ド
の
育
成
」
と
い
う
法
学
部
の
教
育
理

念
に
基
づ
き
、
現
代
的
要
請
に
適
し
た

法
学
士
の
学
位
に
ふ
さ
わ
し
い
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
構
築
・
提
供
す
る
こ
と
、

二
つ
目
に
各
コ
ー
ス
の
特
色
を
明
確
に

す
る
と
と
も
に
、
卒
業
後
の
将
来
像
を

学
生
お
よ
び
社
会
に
対
し
、
よ
り
明
確

に
見
せ
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。

改
正
内
容
は
大
き
く
、「
コ
ー
ス
制
の

見
直
し
」、「
総
合
教
養
科
目
の
再
編

成
」、「
初
年
次
教
育
の
改
正
」、「
卒
業

要
件
等
の
一
部
変
更
」
の
4
点
で
す
。

1
つ
目
の
「
コ
ー
ス
制
の
見
直
し
」

で
は
、
法
曹
コ
ー
ス
を
除
く
4
コ
ー
ス

で
「
コ
ー
ス
必
修
科
目
を
8
単
位
」
に

統
一
し
、
そ
の
上
で
各
コ
ー
ス
の
「
必

修
科
目
と
選
択
必
修
科
目
」
を
再
考
し
、

こ
れ
以
外
の
科
目
は
そ
の
位
置
付
け
を

見
直
す
こ
と
で
、
各
コ
ー
ス
の
特
色
を

よ
り
明
確
に
分
か
り
や
す
く
し
ま
し
た
。

2
つ
目
の
「
総
合
教
養
科
目
の
再
編

成
」
で
は
、
旧
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
4
つ

の
科
目
群
を
一
体
化
し
た
「
教
養
科
目

群
」
を
新
し
く
構
築
し
ま
し
た
。
こ
こ

に
は
、
課
題
解
決
の
た
め
の
着
想
や
多

様
な
学
問
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
学
ぶ
た
め
、

基
礎
的
な
知
識
・
技
法
を
修
得
す
る

「
基
礎
科
目
」（
和
泉
開
講
）
と
、
探
究

の
た
め
に
必
要
と
な
る
高
度
な
知
識
・

技
能
を
修
得
す
る
「
発
展
科
目
」（
駿
河

台
開
講
）
を
配
置
し
、
1
年
次
か
ら
4

年
次
ま
で
発
展
的
に
学
べ
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。

3
つ
目
の
「
初
年
次
教
育
の
改

正
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

「
日
本
語
文
献
精
読
Ⅰ
・
Ⅱ
」
と

「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」

を
統
廃
合
し
、
春
・
秋
学
期
各
2

単
位
の
新
規
科
目
「
法
学
部
生
の

た
め
の
日
本
語
Ⅰ
・
Ⅱ
」
を
設
け

ま
し
た
。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
+
ラ
イ

テ
ィ
ン
グ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る

相
乗
効
果
に
期
待
を
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
「
卒
業
要
件
等
の
一
部

変
更
」
で
は
、
前
記
1
か
ら
3
を

通
し
て
、
学
生
に
と
っ
て
「
わ
か

り
や
す
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
目

指
し
ま
し
た
。
興
味
・
関
心
を
持
っ
た

科
目
を
学
ん
だ
上
で
卒
業
し
て
も
ら
い

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
に
正

解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
当
学
部
の

未
来
を
見
据
え
な
が
ら
、
中
・
長
期
的

な
展
望
の
も
と
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
も

配
慮
し
な
が
ら
継
続
的
・
多
角
的
に
検

討
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

「
法
曹
コ
ー
ス
3
＋
2
」
と
は
、

法
学
部
の
「
法
曹
コ
ー
ス
」

に
お
け
る
学
部
3
年
間
（
大
学
を
3
年

で
早
期
卒
業
）
と
法
科
大
学
院
に
お
け

る
2
年
間
の
合
計
5
年
間
の
一
貫
性
・

体
系
性
の
あ
る
課
程
を
修
了
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
司
法
試
験
受
験
資
格
を
得
ら

れ
る
と
い
う
制
度
を
指
す
。
こ
の

制
度
は
司
法
試
験
受
験
生
の
経
済

的
及
び
時
間
的
負
担
を
軽
減
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
明
治

大
学
で
は
こ
の
「
法
曹
コ
ー
ス
3

＋
2
」
を
法
曹
コ
ー
ス
「
一
貫
教

育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
称
し
て
、

2
0
2
0
年
度
法
学
部
入
学
者
か

ら
本
格
的
に
実
施
し
て
い
る
。

明
治
大
学
法
学
部
に
お
け
る
法
曹

コ
ー
ス
「
一
貫
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

の
概
要
は
、
図
に
示
す
と
お
り
で
あ

る
。
明
治
大
学
法
学
部
は
、
明
治

大
学
法
科
大
学
院
、
中
央
大
学
法

科
大
学
院
、
慶
應
義
塾
大
学
法
科

大
学
院
と
の
間
で
連
携
協
定
を
締

結
し
て
い
る
た
め
、
明
治
大
学
法
学

部
の
学
生
は
、
法
曹
コ
ー
ス
「
一
貫

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
り
、
前
記
の
各

大
学
院
へ
の
進
学
が
可
能
と
な
る
。

図
の
時
系
列
に
従
っ
て
、
同
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
よ
り
法
学
部
3
年
早
期
卒
業
後

に
明
治
大
学
法
科
大
学
院
進
学
の
場
合

を
前
提
と
し
て
説
明
す
る
。
1
年
次
秋

学
期
に
、
2
年
次
よ
り
開
始
す
る
コ
ー

ス
制
（
法
曹
コ
ー
ス
、
公
共
法
務
コ
ー

ス
、
ビ
ジ
ネ
ス
ロ
ー
コ
ー
ス
、
国
際
関

係
法
コ
ー
ス
、
法
と
情
報
コ
ー
ス
）
の

中
か
ら
法
曹
コ
ー
ス
を
選
択
す
る
。
法

曹
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
学
生
の
中
で
、

「
一
貫
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
了
要
件
」
を

満
た
し
た
場
合
、
法
科
大
学
院
が
実
施

す
る
「
法
科
大
学
院
特
別
選
抜
」
試
験

（
5
年
一
貫
型
特
別
選
抜
入
学
試
験：

法

律
科
目
の
論
文
式
試
験
を
実
施
せ
ず
法

曹
コ
ー
ス
の
成
績
等
を
重
視
し
て
選
抜

す
る
方
式
）
を
受
験
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
法
学
部
で
修
得
し
た
一
部
の
科
目

に
つ
い
て
は
、
法
科
大
学
院
に
て
単
位

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

法
科
大
学
院
進
学
後
に
一
定
の
要
件
を

満
た
し
た
者
は
、
法
科
大
学
院
在
学
中

に
司
法
試
験
を
受
験
で
き
る
。

昨
年
度
の
3
年
次
早
期
卒
業
者
が
一

貫
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
慶
應
義
塾

大
学
法
科
大
学
院
に
進
学
し
て
い
る
。

本
年
度
は
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
了
を
目

指
す
者
が
増
え
て
お
り
、
明
治
大
学
法

科
大
学
院
、
中
央
大
学
法
科
大
学
院
に

進
学
す
る
学
生
も
見
込
ま
れ
る
。

明治大学法学部における
法曹一貫教育プログラム
―いわゆる「法曹コース3＋2」の概要について―
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